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板橋区中小企業等緊急家賃助成金 

申請要領 
（令和２年６月１２日産業経済部長決定） 

申請書受付期間：令和２年６月３０日（火）～令和２年９月３０日（水） 

受付方法：下記まで、郵送で提出（窓口での提出はできません） 

※郵送料・封筒代は各自ご負担ください。封筒は角２を使用してください。 

【お問い合わせ・送付先】 

 パーソルワークスデザイン株式会社 

 板橋区小規模企業者等緊急家賃助成事業事務センター 

（〒１７６-００１２ 東京都練馬区豊玉北３－２１－７ アリアス桜台ビル１F） 

※問い合わせは板橋区小規模企業者等緊急家賃助成事業コールセンター 

電話 ０１２０－９９６－４５３ 平日９時～１７時（土曜・日曜・祝日を除く） 

【助成金額、助成対象月】 

一月上限５万円 ３か月分最大で１５万円（１事業所） 

令和２年４月・５月・６月の３か月分の賃借料 

※各月の支払い済の賃借料の１／２と上限５万円を比べて少ない額 

※複数事業所がある場合は、３事業所まで（最大４５万円） 

※住宅兼用事務所を賃借している場合は、住宅：事務所＝1：1（事務所の賃借料は１／２の金

額）で算定してください。 

【申請書類】 

 法 人 個 人 

（1）板橋区中小企業等緊急家賃助成金交付申請書兼請求書（第１号様式） ○ ○ 

（2）誓約書（第２号様式） ○ ○ 

（3）事業所（店舗）の賃貸借契約書の写し ○ ○ 

（4）事業所（店舗）の写真（外観） ○ ○ 

（5）法人住民税・事業税の支払が分かる書類（領収書の写し・証明書等） ○  

（5）個人事業税（非課税の場合は個人住民税）の支払が分かる書類（領収書の写し・証明書等）  ○ 

（6）家賃支払（振込）が分かる書類（通帳該当部分の写し・領収書等） ○ ○ 

（7）助成金振込先口座の分かる書類（通帳の口座番号のページ写し等） ○ ○ 

（8）直近の確定申告の写し（法人概況報告） ○  

（8）直近の確定申告の写し（確定申告Ｂ・収支内訳書・青色申告決算書）  ○ 

（9）令和２年４月及び５月の売り上げが分かる書類（売上台帳等の写し） ○ ○ 

（注）主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の方は２ページに記載の書類も必要です 
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※申請書類の（5）納税が分かる書類については、前年度分の領収書の写し・納税証明書等となり

ます。（徴収猶予申請をしている場合は領収書等に代えて「徴収猶予許可通知書（写し）」を提出） 

※申請書類の（6）家賃の振り込みが分かるよう、通帳の写し等に、○月分と分かるようマーカーや

印を付けてください。 

※申請書類の（7）事業者（代表者）の口座と振込先口座が異なる場合は委任状が必要です。 

※申請書類の（8）確定申告の写しについて申告期限延長制度を利用している場合は、前年の４・５

月の売上台帳等を提出してください。 

※申請書類の（9）該当する売上部分にマーカーや印を付けてください。 

 

【複数事業所がある方】 

申請する事業所分の申請書類の（3）（4）を申請書類一式に追加して、ご提出ください。 

 

【創業間もない方（第１回の確定申告を迎えていない方）】 

申請書類の（8）（9）のかわりに、次の書類と申請書類一式を、ご提出ください。 

○法人設立届出書又は個人事業開業届出書（税務署に提出した書類の写し） 

○（令和２年１月末までに開業の方） ２月・３月の売上と４月・５月の売上が分かる書類 

  (令和２年３月末までに開業の方) ３月・４月の売上と５月の売上が分かる書類 

 

【セーフティネット４号認定・持続化給付金確定の事業者の方】 

セーフティネット４号の認定書の写し又は持続化給付金の確定通知の写しをもって、 

申請書類（8）（9）の書類に代えることができます。 

 

【主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の方】 

○雇用契約によらない業務委託等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上される 

ものを主たる収入として得ており、被雇用者又は被扶養者ではない方に限ります。 

(1)～(9)の申請書類に次の(10) (11)の書類を追加してご提出ください。 

 

(10) 主たる収入が業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類  

 ①業務委託等の契約書の写し又は 契約があったことを示す申立書（令和元年中１社分で可） 

 ②支払者が発行した支払調書又は 源泉徴収票（令和元年中１社分で可） 

 ③前年支払があったことを示す通帳の写し（該当の部分にマーカーや印を付けてください） 

※①～③の中からいずれか２つを提出（②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須） 

※①～③は同じ契約者のものをご提出ください。 

(11) 国民健康保険証の写し 

 

※ 持続化給付金確定の事業者の方は、確定通知書の写しをもって、上記(10) (11)の書類に 

代えることができます。 
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１．目的 

新型コロナウイルス被害拡大防止のため、緊急事態宣言の対応による営業休止や自粛要

請で、中小企業の皆様は厳しい経営状況となり、特に人件費や家賃等の固定費用が大きな

負担となっています。 

そこで、事業継続及び従業員の雇用維持を図るため、固定費用のうち家賃に相当する費

用の一部を助成することで、産業活動の継続及び雇用の維持を目的とします。  

 

２．助成対象者 

この助成金の対象となる者は次に掲げる全てを満たす者とします。 

（１）小規模企業者（従業員２０名以下※全業種共通）・個人事業主であること。 

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第５項から１０項まで、同条第１３

項第２号の業種については対象となりません。 

（２）板橋区内に店舗（事業所）があり、申請日現在、引き続き事業を行っていること。 

※本社の所在地（区内外）を問いません。 

（３）今年の４月・５月の平均売上が、前年４月・５月の平均よりも２０％以上減少し 

ていること。 

※セーフティネット４号の認定書の写し又は持続化給付金の確定通知の写しをもって、申請書類（８）

（９）の書類に代えることができます。 

※創業間もない方は申請書類【創業間もない方】の項をご参照ください。 

（４）中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業以外の

企業（組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行

うものを除く。）の出資比率が 50％を超えないこと。 

（５）法人住民税及び事業税（個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税）を滞納して

いないこと。 

（６）対象事業所を賃借する契約の相手方と親会社・子会社等※の関係ではないこと。 

※「親会社等」とは、会社法（平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号）第 2 条第 4 号の 2 の定義によるも

のとします。 

※「子会社等」とは、会社法第 2 条第 3 号の 2 の定義によるものとします。 

 

 ３．助成対象要件 

  （１）令和２年４月１日以前から事業所としての賃貸借契約を結び、当該店舗（事業所）

で事業を営んでいること。 

  （２）従業員等（従業員、経営者、個人事業主等）が当該店舗（事業所）で事業を行って

いること。無人の倉庫や店舗（事業所）等は除きます。 
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 ４．助成対象経費 

  助成対象事業の賃借料 

※補助金の額は、算定した月ごとで１千円未満の端数は切り捨てになります。 

 

５．対象経費にならないもの 

（１）保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料、共益費、駐車場代、仲介手数料等 

※賃貸借契約、領収書や振込の写しで区分が明確でない場合は申請書の備考欄に賃借料部分と対象

外経費が分かるように記載してください。 

（２）事業を廃業または店舗（事業所）解約後の賃借料 

※本助成は事業を継続していただくことを趣旨としていますので、事業廃業後の原状回復費用や事

業廃業を予定していたり解約後に発生している賃借料相当分は対象となりません。 

 

６．申請及び審査の予定 

    申請受付  ６月３０日（火）～９月３０日（水）※消印有効 

 

７．助成金の交付に関する留意点 

（１）次の場合は不交付となります。 

 ①助成対象事業でないとき。 

②経費が適正でないとき。 

③申請に虚偽等不正があったとき。 

（２）税の未納又は滞納がある場合は、本助成金の交付は受けられません。 

（３）代表者（代表者、法人でその役員）について、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があ

ることが判明した場合、採択を行いません。また、採択後・交付決定後であっても、採

択や交付決定を取り消します。 

 

８．助成対象事業の変更・中止等  

助成事業者は、申請した事業内容に、下記に掲げる事由のいずれかが生じることが見込

まれる場合、あらかじめ、事業変更等承認申請書（第４号様式）を板橋区に提出し、承認

を受けなければなりません。最終変更時期は令和２年９月２５日（金）までとします。な

お、事業の変更が認められた場合は、交付確定額が交付決定額を上回ることはありません。

また、減額となった場合は減額となった分を返還していただきます。 

（１）助成対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。 

（２）助成対象事業を中止しようとするとき。 

（３）事業を廃止、店舗（事業所）を解約したとき。 
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９．助成事業者の義務 

（１）本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し交付年

度終了後５年間保存しなければなりません。 

（２）本事業の確認のため、実地検査が入ることがあります。この検査により助成金の返

還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。 

 

１０．その他 

（１）助成事業者が「補助金等に係る予算の執行に適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）を

した場合には、助成金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。 


